
平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況  

生後4か月までの全戸訪問事業  
育児支援家庭訪問事業  

生後4か月までの全戸訪問事業  
（こんにちは赤ちゃん事業）  （こんにちは赤ちゃん事業）  

育児支援家庭訪問事業  

実施市区町村数   実施率   実施市区町村数   実施率  実施市区町村敷   実施率   実施市区町村数   実施率   

北 海 道   103   57．2％   70   3臥9％   滋 賀 県   18   69．2％   13   50．0％   

青 森 県   19   47．5％   27、5％   京 都 府   16   61．5％   14   53．8％   

岩 手 県   30   85．7％   20   57．1％   大 阪 府   18   41．9％   31   72．1％   

宮 城 県   35   97．2％   31   86．1％   兵 庫 県   28   68．3％   23   56．1％   

秋 田 県   13   52．0％   4   16．0％   奈 良 県   16   41．0％   15   38．5％   

山 形 県   28   80．0％   20   57．1％   和歌山県   10   33．3％   6   20．0％   

福 島 県   26   43．3％   14   23．3％   鳥 取 県   15   了8．9％   3   15．8％   

茨 城 県   24   54，5％   20   45．5％   島 根 県   17   81．0％   52．4％   

栃 木 県   18   58，1％   17   54．8％   岡 山 県   17   63．0％   16   59．3％   

群 馬 県   26   68．4％   15   39．5％   広 島 県   18   7臥3％   47．8％   

埼 玉 県   27   3臥6％   25   35．7％   山 口 県   14   63．6％   10   45．5％   

千 葉 県   27   48．2％   15   26．8％   徳 島 県   12   50．0％   9   37．5％   

東 京 都   27   43．5％   42   67．7％   香 川 県   10   58．8％   6   35．3％   

神奈川 県   12   36．4％   15   45．5％   愛 媛 県   7   35．0％   ′   5   25．0％   

新 潟 県   25   16   71．4％  45．7％   高 知 県   19   54．3％   31．4％   

富 山 県   73．3％   4   26．7％   福 岡 県   31   47．0％   31   47．0％   

石 川 県   19   100．0％   19   100．0％   佐 賀 県   19   82．6％   8   34．8％   

福 井 県   14   82．4％   6   35．3％   長 崎 県   21   91．3％   16   69．6％   

山 梨 県   20   71．4％   19   67．9％   熊 本 県   29   60．4％   13   27．1％   

長 野 県   47   58．0％   28   34．6％   大 分 県   61．1％   9   50．0％   

岐 阜 県   21   50．0％   15   35．7％   宮 崎 県   10   33．3％   5   16．7％   

静 岡 県   30   71．4％   18   42．9％   鹿児島県   23   46．9％   10   20．4％   

愛 知 県   29   46．0％   35   55．6％   沖 縄 県   33   80．5％   17   41．5％   

三 重 県   20   69．0％   12   41．4％   全国平均   1，063   58，2％   784   42．9％  

平成18年度  451   24．6％   

※ 各都道府県には政令指定都市一中核市を含む。  

※ 平成19年度次世代育成支援対策交付金内示ベース  
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子どもを守る地域ネットワークについて（要保護児童対策地域協議会）  

果たすべき機能  

要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、  

・関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、  

・適切な連携の下で対応していくことが重要  

であり、市町村（場合によっては都道府県）が、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）  
を設置し、  

① 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化すると   

ともに、  

② 個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要  
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子どもを守る地域ネットワーク  

ネットワークが機能すると・・・  機能していない自治体の場合  

保育園・幼稚園の園長さんとのやりとり  「気になるケース」は、市町村の協  
議会の実務者会議などで検討  

Q「園で虐待ケースを経験したことは？」  

A まったくない！  ・来月の3歳児健診の際に、保健師   
が声をかけてみようか。  

Q「風呂に入っていないとか、朝ご飯   
を食べてこないといったケースは？」  

A 結構ある。  
・末受診ならば、保健師が訪問する   

ことにしてはどうか？  

Q「そんなケースはどうするの？」  

A ご飯を食べさせたり、保護者に注意   
したり・・・ 。 でも、これ＜らいでは   
児童相談所に相談しても相手にしても   

らえないし・・・ 。  

・生活保護のケースワーカーと相談   

してみようか。  

など   
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子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の運営のイメージ  

○協議事項や地域の実情に応じて会議を設定し、効果的な情報交換、意見交換を進める。  

実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。  
① 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討   

② 定期的に（例えば3か月に1度）、全ての虐待ケースについての状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を実施  
③ 要保護児童対策を推進するための啓発活動  

④ 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告  

※ 協議会は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。  

※ この協力要請は、協議会の構成員以外の関係機関等に対して行うことも可能。  
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【子どもを守る地域ネットワークの機能強化】   

■子どもを守る地域ネットワ「ク機能強化事業【新規】  

【児童相談所等の機能強化】  

・児童相談所による障害児施設への一時委託保護が可能に【新規】  

【一時保護施設等の充実】  

・一時保護施設等の環境改善（一時保護施設等緊急整備計画）  

【子どもの心の問題等への対応】  

・子どもの心の診療拠点病院の整備【新規】  

早期発見・早期対応   

体制の充実  

【里親制度の拡充】   

・里親支援機関による里親の支援【新規】   

・里親手当・専門里親手当の改善、里親受託支度費の改善  
【児童福祉施設の支援甲充実】   

リ」＼規模グループケア   

・児童養護施設への看護師の配置【新規】  

【施設退所者等への支援の充実】  

・地域生活支援事業（モデル事業）【新規】  

・児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）、身元保証人確保対策事業  

自立に向けた  

保護・支援対策の充実  

（社会的養護体制の拡充）  
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【次世代育成支援対策交付金】  

【現 状】  

○ 子ども・子育て応援プランに基づき、平成21年度までに「子どもを守る地域ネットワーク」の全市町村への設置を推進中  
⇒ 84．1％の市町村で設置（平成19年4月1日現在。虐待防止ネットワークを含む。）  

○ 調整機関への専門職員（コーディネーター）の配置促進が課題  

⇒ 児童福祉司と同様の資格を有する者の配置は、10．9％（平成19年4か調整機関担当職員の状況）  

子どもを守る地域ネットワークの機能強化  
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地域ネットワークと訪問事業との連携強化（イメージ）  

育児支援  

家庭訪問事業  

生後4か月までの全戸訪問事業  
（こんにちは赤ちゃん事業）  

要保護児童対策地域協議会  

（子どもを守る地域ネットワーク）  
訪問内容  

訪問内容  
子育て支援の情報提供  

母親の不安や悩みに耳  

を傾ける  

養育環境の把握  

保護者の育児、家事等  
養育能力を向上させる  

ための支援  

ケ
ー
ス
対
応
会
議
 
 

調整機関  

（育児支援家庭訪問事業  

中核機開）  

進行管理  

訪問者  
訪問者  

保健師・助産師・看護師、保育  
士、  
愛育班員、母子保健推進員、  
児童委員、子育て経験者等に  
ついて、人材発掘・研修を行い、  

幅広く登用   

保健師・助産師・看護  

師・保育士等   

その他の支援  

（児童相談所による対応等）   
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母子保健法に基づく訪問事業  
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児童虐待防止法及廿児童福祉法の一部改正法の概要  

児童の安全  のための立入調査等の強化  1
一
〇
〇
〇
 
 

児童相談所等の安全確認措置の義務化  
解錠等を伴う立入調査を可能とする新制度の創設  

立入調査を拒否した者に対する罰金額の引上げ（30万円→50万円以下）  

2 保護者に対する面会・通借等の制限の強化  
○ 児童相談所長等による保護者に対する面会・通信制限の対象の拡大   

※裁判所の承認を得た上での強制的な施設入所措置以外に、一時保護及び保護者の同意による施設入所  
の間も制限可能に  

○ 都道府県知事による保護者に対する接近禁止命令制度の創設（命令違反には罰則）   

※ 裁判所の承認を得て強制的な施設入所措置を行った場合で特に必要があるとき、都道府県知事は、保護  
者に対し、児童へのつきまといや児童の居場所付近でのはいかいの禁止命令をできる制度を創設。   

旦」掛 確化   

※ 保護者が指導に従わない場合、一時保護、施設入所措置等の措置を講ずることを明確化  

皐その他  
○ 国及び地方公共団体による重大な児童虐待事例の分析  

○ 地方公共団体による子どもを守る地域ネットワーク（要保   

など  

幸甚  
口又  

責   務の規定  

児童対策地域協議会）設置の努力義務化  
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児童の安全確認・保護のプロセス  

は新たな制度  

：            家        庭  

壇  

■ ■ ■1■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ll■ ● ■    ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ＝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

警察の援助   
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